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令和５年２月１０日 

豊橋医療センター 

件 名 庁舎電力(交流3相3線式、供給電圧6,600ボルト) 質問書【回答】 

番号 質  問 

１ 

電力の高騰などにより市場に不安定な状況が続いております。 

現状は落ち着きを見せてきておりますが、仮に再度市場などの高騰により、ご契約い

ただいた内容で、供給の継続が難しい場合は契約内容について協議いただく事は可能

でしょうか。 

→可能です。 

２ 

各施設の現在の電力供給会社及び計量日を教えて下さい。 

→中部電力パワーグリッド株式会社です。計量日は各月の1日です。 

３ 

・計量日が1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌

々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となりま

す。以上、ご了承いただけますでしょうか。 

→承知いたしました。 

４ 

・各施設について、自動検針装置はついていますか。 

→ついています。 
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５ 

・各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力

(ｋｗ)を教えて下さい。また、使用予定期間を教えてください。 

→ありません。 

６ 

・入札額の算定時の力率について、力率１００％で算定してよろしいでしょうか（力

率割引を考慮する） 

→入札書の様式に沿って算定願います。（力率修正率85％） 

７ 

・内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能です

か。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ない

でしょうか？ 

→送付可能です。 

８ 

・入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。 

→貴見のとおりです。 
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９ 

・2023年4月より、弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移

行予定です。（3月分電気料金請求書、4/15到着分より） 

お客さまにはお客さま専用Webページにて請求書を確認頂くことになりますが、問題あ

りませんでしょうか。（Webからダウンロード可能） 

→ダウンロード後、当院で紙媒体に印刷可能であれば問題ありません。 

１０ 

・ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請

求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか。 

→承知いたしました。 

１１ 

・弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、請求書受領後30日以内

（翌々月15日迄）に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了

承いただけますか。（紙での請求書原本の到着はございません。） 

→承知いたしました。 

１２ 

・供給契約開始日の直近6ケ月間において建替・増築にかかる移転はございますか。ま

た、供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事のご予定はありますでし

ょうか。※直近6ケ月 23年4月供給開始場合 → 対象：22年10月～23年3月 

また、契約開始後に発生しました工事予定に関しましては工事予定日2か月前までに弊

社と協議を行っていただく事をご了承いただけますでしょうか？ 

→当分の間、工事予定はありません。 
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１３ 

・開札結果について公開方法・範囲を教えていただけますでしょうか。あるいは開札

結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょ

うか。 

→落札公示を行います。併せて、落札者通知を郵送いたします。 

また、開札日翌日にご連絡いただければ、回答することは可能です。 

１４ 

・応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の料金改定および約款

などの変更があった場合に応札額について協議を行う事は可能でしょうか？ 

→可能です。 

１５ 

・入札の仕様書および契約書にて当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算

出式を適用されている方が対象の質問となりますが、応札から供給開始までの間に当

該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式が変更され、当該変更に伴い従

量料金の変更または他の項目が新たに設けられる場合、応札額の変更協議に応じてい

ただくことができますでしょうか。 

→入札金額の算定について、燃料調整単価は加味しないものといたします。 
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１６ 

・契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか（500ｋ

W以上の協議制契約の場合） 

また、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必

要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と

異なる事になるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合が

ございます。ご了承下さい。 

→変更予定はありません。 

１７ 

・契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記

載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に

却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となります

がご了承いただけますでしょうか。 

→超過した際、協議のうえ決定していくことになります。 

１８ 

・契約電力が１施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2021

年6月～2022年5月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。  

例： 

契約電力：〇〇kW 

実績：2022年月 〇〇kW 

→契約電力：908kW  実績：2021年8月890kW 
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１９ 

・協議制（契約電力500kW以上のご契約）でのご契約につきまして、契約期間内にご契

約電力（kW）の超過が見られた場合、弊社約款に従い協議上、契約電力をその最大値

へ変更させていただく対応をさせていただきます。ご了承をいただけますでしょう

か。 

→承知いたしました。 

２０ 

・電気価値は指定なし、非化石価値は再エネ指定非化石証書の適用による実質再エネ

電力供給で認識齟齬ありませんでしょうか。 

また非化石証書は、トラッキング有無・FIT/非FITの指定 はございますでしょうか。 

→齟齬ありません。 

２１ 

【30分データの取得】 

電気利用者の利益保護の観点から、応札させていただく施設の30分値のご提供をお願

いいたします。 

事前入札参加申請書類提出時に「３０分値データ取得についての同意書」を同封させ

ていただきますのでご捺印・ご提出の程、宜しくお願いいたします。 

当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の提供をいた

だくことが可能となります。 

なお、応札前に頂戴できましたらより精度の高い試算が可能となり、応札額に反映す

ることが可能となりますが施設の秘匿性の観点から落札後のご提供でも問題ございま

せん。 

→現取引業者から30分値を取得していないため、提供することができません。 

 


